
兵庫県後期高齢者医療広域連合告示第８号

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準用する同法第２４３条の３

第１項及び兵庫県後期高齢者医療広域連合の財政状況の作成及び公表に関する条例（平成１

９年条例第２２号）第２条第１項の規定に基づき、兵庫県後期高齢者医療広域連合の財政状

況を次のとおり公表する。

　　令和４年　５月３０日

　　　兵庫県後期高齢者医療広域連合の財政状況

１　歳入歳出予算の執行の概況（令和４年３月３１日現在）

　　一般会計

歳　入 (単位：千円)

歳　出 (単位：千円)

※出納整理期間である令和４年５月３１日までは現金の受払いがあるため、令和３

  年度決算額は今回の数値と異なる場合があります。

　　　　　兵庫県後期高齢者医療広域連合長職務代理者

                         兵庫県後期高齢者医療広域連合副広域連合長 梅田 修作

区 分
（ 款 ）

予 算 現 額
収入済額

収入率
（％）当初予算額 補正予算額 計

分担金及び負担金 1,445,783 △ 374,606 1,071,177 1,071,177 100.0

国庫支出金 41,476 144,913 186,389 84,526 45.3

繰 入 金 33,040 0 33,040 33,040 100.0

繰 越 金 1 373,126 373,127 373,127 100.0

諸 収 入 101 0 101 30 29.7

合 計 1,520,401 143,433 1,663,834 1,561,900 93.9

区 分
（款）

予 算 現 額
支出済額

執行率
（％）当初予算額 補正予算額 流･充用額 計

996,290 60.0

議　会　費 1,358 0 0 1,358 743

0 0 3,000 0

54.7

総　務　費 1,516,043 143,433 0 1,659,476

0.0

合      計 1,520,401 143,433 0 1,663,834 997,033 59.9

予　備　費 3,000



　　後期高齢者医療特別会計

歳　入 (単位：千円)

歳　出 (単位：千円)

※出納整理期間である令和４年５月３１日までは現金の受払いがあるため、令和３

  年度決算額は今回の数値と異なる場合があります。

区 分
（ 款 ）

予 算 現 額
収入済額 収入率（％）

当初予算額 補正予算額 計

市町支出金 150,053,790 22,703 150,076,493 135,673,903 90.4

国庫支出金 260,969,091 0 260,969,091 242,320,866 92.9

県 支 出 金 68,730,041 0 68,730,041 63,353,510 92.2

支払基金交付金 334,459,203 0 334,459,203 286,270,018 85.6

特別高額医療費
358,075 12,763 370,838 393,929 106.2

共同事業交付金

繰 入 金 6,814,501 0 6,814,501 6,814,500 100.0

繰 越 金 300,782 48,492,050 48,792,832 48,792,831 100.0

県財政安定化
1 0 1 0 0.0

基金借入金

諸 収 入 1,096,762 150,114 1,246,876 1,045,183 83.8

合 計 822,782,246 48,677,630 871,459,876 784,664,740 90.0

区 分
（款）

予　算　現　額
支出済額

執行率
（％）当初予算額 補正予算額 流･充用額 計

463,956 100.0
共同事業拠出金

保険給付費 819,995,080 0 0 819,995,080 693,995,736

36,613 0 2,193,218 51,713

84.6

特別高額医療費

451,194 12,763 0 463,957

2.4

公　債　費 1 0 0 1 0 0.0

保健事業費 2,156,605

諸 支 出 金 169,366 48,628,254 0 48,797,620 22,638,169

871,459,876 717,149,574

46.4

予　備　費 10,000 0 0 10,000 0 0.0

82.3合　 　計 822,782,246 48,677,630 0



２　構成市町の負担金の状況（令和４年３月３１日現在）

一般会計（共通経費負担金）

　　特別会計（保険料負担金）

市　町　名 負担金額(円) 市　町　名 負担金額(円)

神 戸 市 268,399,768 養 父 市 7,516,840

姫 路 市 92,532,982 丹 波 市 15,005,257

尼 崎 市 82,900,134 南 あ わ じ 市 11,583,577

明 石 市 53,204,953 朝 来 市 8,552,232

西 宮 市 80,252,547 淡 路 市 11,590,319

洲 本 市 11,074,266 宍 粟 市 9,759,949

芦 屋 市 19,720,272 加 東 市 9,385,594

伊 丹 市 36,470,198 た つ の 市 16,070,501

相 生 市 8,383,073 猪 名 川 町 7,831,772

豊 岡 市 18,139,726 多 可 町 6,780,598

加 古 川 市 47,069,735 稲 美 町 8,038,642

赤 穂 市 11,414,377 播 磨 町 8,469,099

西 脇 市 10,418,059 市 川 町 4,945,388

宝 塚 市 43,348,857 福 崎 町 5,915,070

三 木 市 17,289,906 神 河 町 4,871,478

高 砂 市 17,969,488 太 子 町 8,154,199

川 西 市 32,535,345 上 郡 町 5,581,631

小 野 市 10,934,723 佐 用 町 6,202,286

三 田 市 19,525,873 香 美 町 6,376,197

加 西 市 10,819,261 新 温 泉 町 5,598,141

丹 波 篠 山 市 10,544,687

合　　　計 1,071,177,000

市　町　名 負担金額(円) 市　町　名 負担金額(円)

神 戸 市 19,141,930,081 養 父 市 302,820,873

姫 路 市 6,093,439,167 丹 波 市 763,560,692

尼 崎 市 5,128,165,325 南 あ わ じ 市 559,222,619

明 石 市 3,440,324,148 朝 来 市 368,830,821

西 宮 市 6,173,303,981 淡 路 市 552,262,442

洲 本 市 560,941,571 宍 粟 市 431,683,170



　　特別会計（保険基盤安定負担金）

芦 屋 市 1,940,647,324 加 東 市 427,505,878

伊 丹 市 2,554,222,257 た つ の 市 915,018,235

相 生 市 417,371,698 猪 名 川 町 447,101,658

豊 岡 市 943,379,237 多 可 町 239,131,589

加 古 川 市 3,109,297,125 稲 美 町 397,764,677

赤 穂 市 628,648,494 播 磨 町 395,465,098

西 脇 市 445,121,233 市 川 町 154,843,425

宝 塚 市 3,826,193,580 福 崎 町 232,046,030

三 木 市 1,150,585,820 神 河 町 147,465,701

高 砂 市 1,039,984,574 太 子 町 399,015,608

川 西 市 2,930,012,860 上 郡 町 213,963,982

小 野 市 501,987,897 佐 用 町 216,960,508

三 田 市 1,148,462,996 香 美 町 240,086,467

加 西 市 525,115,428 新 温 泉 町 164,057,548

丹 波 篠 山 市 510,585,445

合　　　計 69,778,527,262

市　町　名 負担金額(円) 市　町　名 負担金額(円)

神 戸 市 4,082,224,933 養 父 市 102,913,702

姫 路 市 1,381,375,296 丹 波 市 237,119,697

尼 崎 市 1,345,050,121 南 あ わ じ 市 179,565,596

明 石 市 771,617,702 朝 来 市 111,402,472

西 宮 市 1,044,771,599 淡 路 市 203,389,605

洲 本 市 177,579,686 宍 粟 市 134,762,441

芦 屋 市 233,826,669 加 東 市 103,683,507

伊 丹 市 466,398,226 た つ の 市 215,528,584

相 生 市 111,405,343 猪 名 川 町 67,805,593

豊 岡 市 291,283,632 多 可 町 82,581,590

加 古 川 市 645,248,438 稲 美 町 82,817,888

赤 穂 市 153,157,775 播 磨 町 88,050,938

西 脇 市 166,274,180 市 川 町 42,373,104

宝 塚 市 552,916,933 福 崎 町 50,566,940

三 木 市 246,659,365 神 河 町 41,193,275



　　特別会計（療養給付費負担金）

  なお、市町負担金の合計金額は、令和４年３月３１日現在での調定額で計上している

ため、令和３年度決算額は今回の数値と異なる場合があります。

高 砂 市 232,903,114 太 子 町 71,843,972

川 西 市 424,082,787 上 郡 町 57,266,253

小 野 市 146,853,291 佐 用 町 75,954,765

三 田 市 214,778,867 香 美 町 73,458,452

加 西 市 153,668,989 新 温 泉 町 63,688,804

丹 波 篠 山 市 145,393,846

合　　　計 15,073,437,970

市　町　名 負担金額(円) 市　町　名 負担金額(円)

神 戸 市 17,402,649,734 養 父 市 375,511,687

姫 路 市 5,518,651,574 丹 波 市 1,046,663,282

尼 崎 市 5,686,146,506 南 あ わ じ 市 761,950,078

明 石 市 3,319,626,185 朝 来 市 457,082,947

西 宮 市 4,846,132,044 淡 路 市 805,036,291

洲 本 市 671,295,759 宍 粟 市 537,038,730

芦 屋 市 1,040,490,693 加 東 市 460,549,152

伊 丹 市 2,152,714,573 た つ の 市 937,306,162

相 生 市 463,998,443 猪 名 川 町 344,526,752

豊 岡 市 1,004,192,272 多 可 町 341,680,697

加 古 川 市 2,674,604,985 稲 美 町 385,586,630

赤 穂 市 713,335,095 播 磨 町 363,757,836

西 脇 市 584,854,097 市 川 町 175,918,411

宝 塚 市 2,623,274,153 福 崎 町 196,087,070

三 木 市 1,088,821,446 神 河 町 152,047,716

高 砂 市 961,312,217 太 子 町 342,789,608

川 西 市 2,202,992,476 上 郡 町 257,748,917

小 野 市 596,267,541 佐 用 町 287,968,807

三 田 市 1,075,715,518 香 美 町 282,240,819

加 西 市 654,043,795 新 温 泉 町 235,937,822

丹 波 篠 山 市 611,277,200

合　　　計 64,639,825,720



３　財産及び一時借入金の現在高（令和４年３月３１日現在）

財産の現在高

　４　基　金

　　一時借入金の現在高

　　　令和４年３月末現在で一時借入金はありません。

４　財政の動向及び広域連合長の財政方針

区　　分 現在高(円) 備　　考

　１　公有財産 該当なし

20,060,141,271 後期高齢者医療給付費準備基金

　２　物品（重要物品） 該当なし

　３　債　権 該当なし

令和２年度から開始した高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施では、令和３年度

は新たに１５市３町と契約を締結し、事業に取り組む市町は２３市４町となりました。事

業に必要な財源である公費等を確保するとともに、関係市町と連携し、高齢者の心身の多

様な課題に対応したきめ細かな保健事業を実施しました。
令和４年第１回兵庫県後期高齢者医療広域連合議会定例会に、令和４・５年度保険料率

改定案を提出し、可決されました。今回の保険料率改定では、事業の安定的運営と超高齢
社会に伴う被保険者の負担増を鑑み、当広域連合の令和３年度末の給付費準備基金残高見
込額約２００．６億円を全額活用することによって、令和２・３年度の保険料率よりも減
少となりました。

医療給付等に必要な財源につきましては、被保険者からの保険料、現役世代からの支援
金及び公費を適切に確保して適正な財政運営を行っており、概ね予算どおりの執行となっ
ています。

令和４年度におきましては、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険
法等の一部を改正する法律」の一部の施行により、令和４年１０月１日から窓口負担割合
が見直されます。被保険者や医療機関等への周知・広報を行うとともに、被保険者証の２
回交付、高額療養費の支給口座登録の事前勧奨等、円滑な事務運営に努めてまいります。

また、レセプトや療養費支給申請書の点検等を通して引き続き医療費の適正化を図ると
ともに、市町や各種関係機関との連携強化を一層図る等、高齢者が安心して医療を受けら
れるよう安定的な制度体制の構築に努めてまいります。


